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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
◆ 『２０１７ 三股町 春まつり』を開催します 

 

毎年恒例となりました「三股町 春まつり」を次のとおり開催します。 

 

●上米公園 桜まつり（花：ソメイヨシノ５００本） 

   開催期間開催期間開催期間開催期間：３月１７日（金）～４月上旬（予定）※開花状況で変更あり 

会会会会        場場場場：上米公園（樺山１１５番地１） 

  ◎ライトアップ：開催期間中の午後６時３０分～午後９時３０分 

  

●椎八重公園 つつじまつり（花：クルメツツジ６万本） 

  開催期間開催期間開催期間開催期間：４月８日（土）～４月下旬 ※開花状況で変更あり 

  会会会会        場場場場：椎八重公園（長田５５１５番地１） 

  ◎つつじセレモニー２０１７ 

   ４月８日（土）午前１１時～ 

   セレモニー終了後、２００人にツツジの苗木をプレゼント！ 

   ※苗木配布の整理券は１０時３０分～ 

  ◎しゃくなげの苗木プレゼント（２００人） 

   ４月１５日（土）午前１１時～  

※苗木配布の整理券は１０時３０分～ 

 

●早馬まつり（盆地の２大まつり） 

  開催日開催日開催日開催日：４月２９日（土・昭和の日）午前９時～午後３時 

  会会会会    場場場場：早馬公園・早馬神社境内周辺（樺山３９９３番地９） 

内内内内    容容容容：郷土芸能（ジャンカン馬踊り、棒踊りなど）、ステージ（文 

化協会、ミマタレンジャー、三股中学校吹奏楽部など）予定 

      ※別会場で柔道大会（武道体育館）、弓道大会（弓道場）、四 

半的大会（四半的弓道場）なども予定しています。 

  

●しゃくなげの森  

しゃくなげ花まつり（花：シャクナゲ５００種３万本）    

  開催日開催日開催日開催日：４月１日（土）～５月７日（日） 

  会会会会    場場場場：しゃくなげの森（長田５２６８） 

  内内内内    容容容容：期間中は多彩なイベントを実施します。詳しくは「しゃくな 

げの森」公式サイトでご確認ください。 

 

※お問い合わせは、町観光協会事務局（役場産業振興課内） 

 ☎：５２－９０８５（直通）にお願いします。 

【№】 

表紙 

１ 

２ 

 

３ 

 

３ 

４ 

５･６ 

 

７ 

８ 

 

【内   容】 

◆『２０１７ 三股町 春まつり』を開催します 

◆町民参加型演劇『ヨムドラ！』に出演してみませんか？ 

◆旭ヶ丘運動公園「夜桜ライトアップ」を実施します 

◆育みの里しろはと『第 1 回おいも工場祭』を開催します 

◆平成２９年度保育料金表が新しくなります 

 

◆「経済対策分臨時福祉給付金」を支給します 

◆３月は自殺対策強化月間です 

◆高齢者肺炎球菌予防接種費用を助成します 

 

◆農業者を対象とした収入保険制度が始まります 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

【分 類】 

②催 し 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

⑥保健と福祉 

（一 般） 

⑦保健と福祉 

（高齢者） 

⑧農林畜産業関連 

⑨相 談 

 

② 催 し  



 №１

 

◆ 町民参加型演劇『ヨムドラ！』に出演してみませんか？ 
（台本を見ながら演じる朗読劇の出演者募集） 

 

「新しいことに挑戦してみたい！」「人前で表現したい！」「お芝居してみた「新しいことに挑戦してみたい！」「人前で表現したい！」「お芝居してみた「新しいことに挑戦してみたい！」「人前で表現したい！」「お芝居してみた「新しいことに挑戦してみたい！」「人前で表現したい！」「お芝居してみた

い！」「演劇大好き！」い！」「演劇大好き！」い！」「演劇大好き！」い！」「演劇大好き！」などなど、思いはさまざまに…。 

「人前で話すのは大の苦手」「人前で話すのは大の苦手」「人前で話すのは大の苦手」「人前で話すのは大の苦手」という人も「別の人間になりきれば、何でもで

きてしまうかも!?」という、貴重な機会のご案内です。 

 

・５月２６～２８日「まちドラ！２０１７」の中で行われる町民参加型演劇『ヨ『ヨ『ヨ『ヨ

ムドラ！』（台本を見ながら演じる朗読劇）ムドラ！』（台本を見ながら演じる朗読劇）ムドラ！』（台本を見ながら演じる朗読劇）ムドラ！』（台本を見ながら演じる朗読劇）の参加者を募集します。 

 

朗読劇とは、「リーディング」「リーディング」「リーディング」「リーディング」とも呼ばれ、『台本を読みながら、簡単な動き『台本を読みながら、簡単な動き『台本を読みながら、簡単な動き『台本を読みながら、簡単な動き

だけで演じていく劇』だけで演じていく劇』だけで演じていく劇』だけで演じていく劇』のことです。 

 

経験の有無は問いません。稽古期間は約１カ月半。幅広い世代の皆さんと  

ともに、楽しく稽古をしながら、出会ったみんなの力で一つの作品をつくって

みませんか？町民の皆さんからの、たくさんのご応募をお待ちしています。 

 

    

    

・よくあるご質問に答えます！  

Ｑ．「演劇経験なんて全くありません。興味はあるのですが…不安です…」Ｑ．「演劇経験なんて全くありません。興味はあるのですが…不安です…」Ｑ．「演劇経験なんて全くありません。興味はあるのですが…不安です…」Ｑ．「演劇経験なんて全くありません。興味はあるのですが…不安です…」    

Ａ．心配は要りません。稽古は楽しい雰囲気で進みますし、本番も台本を見

ながら演じていく劇ですので、誰でも気軽に参加できる企画です。 

    

    

Ｑ．「丸暗記が苦手…せりふを覚えられるか心配です…」Ｑ．「丸暗記が苦手…せりふを覚えられるか心配です…」Ｑ．「丸暗記が苦手…せりふを覚えられるか心配です…」Ｑ．「丸暗記が苦手…せりふを覚えられるか心配です…」    

Ａ．大丈夫です。台本を読みながら演じるので、覚える必要はほぼありません！ 

Ｑ．「長丁場の稽古となるのでしょうか？」Ｑ．「長丁場の稽古となるのでしょうか？」Ｑ．「長丁場の稽古となるのでしょうか？」Ｑ．「長丁場の稽古となるのでしょうか？」    

Ａ．上演日は５月２７・２８日（土・日）の予定です。稽古期間は４月上旬

から約１カ月半の予定で、夜間や土・日を中心に週１～２回程度。公演

前１０日前後から毎日の稽古となる見込みです。場所は主に町立文化会

館です。 

Ｑ．「演じる作品は何ですか？」Ｑ．「演じる作品は何ですか？」Ｑ．「演じる作品は何ですか？」Ｑ．「演じる作品は何ですか？」    

Ａ．「平成２８年度三股町立文化会館戯曲講座」の受講生が書き上げた卒業作

品から３本程度を、今回申し込んだ町民の皆さんで上演します。「地元の

皆さんが書いた作品を、同じ地元の皆さんで演じ、みんなで楽しもう」

という企画です。 

Ｑ．「誰が指導するのですか？」Ｑ．「誰が指導するのですか？」Ｑ．「誰が指導するのですか？」Ｑ．「誰が指導するのですか？」    

Ａ．基礎的な稽古は、指導経験豊かな「劇団こふく劇場」の俳優たちが指導

に当たります。演出は、九州各地で活躍する演出家に担当してもらう予

定です。それぞれがバラエティに富んだ作品になることを目指します。 

    

・５月２６～２８日は、「まちドラ！・５月２６～２８日は、「まちドラ！・５月２６～２８日は、「まちドラ！・５月２６～２８日は、「まちドラ！2017201720172017」でお楽しみください」でお楽しみください」でお楽しみください」でお楽しみください        

５月２６～２８日、まちなかのあちこちで気軽に演劇（＝ドラマ）を楽し

める期間にします。 

今年で、みま今年で、みま今年で、みま今年で、みまた演劇フェスティバル『まちドラ！』は、６回目の開催です。た演劇フェスティバル『まちドラ！』は、６回目の開催です。た演劇フェスティバル『まちドラ！』は、６回目の開催です。た演劇フェスティバル『まちドラ！』は、６回目の開催です。    

 

「まちドラ！」では、三つの楽しみ方を用意します。どの公演も低価格です。

お散歩に出掛ける気分で、どうぞ気軽にお楽しみください。 

※このほか、ホッと一息つ※このほか、ホッと一息つ※このほか、ホッと一息つ※このほか、ホッと一息つきながらきながらきながらきながら楽しめる企画も進行中です。楽しめる企画も進行中です。楽しめる企画も進行中です。楽しめる企画も進行中です。    

 

文化会館で取り組む『町民参加のカタチ』『町民参加のカタチ』『町民参加のカタチ』『町民参加のカタチ』とは、さまざまな世代の皆さんが

楽しみながら一緒にお芝居をつくり、町民の皆さんの身体に染み込んでいく 

ような公演・作品づくりに丁寧に取り組んでいくことです。 

 
※お問い合わせは、町立文化会館 
☎：５１－３４６２ にお願いします。 

定  員 

約２０人（参加無料） 

※できるだけ申込者全員を受け入れられるように調整してい

きます。※三つ程度のチームに分かれ、各チームが１作品ず

つ上演します。 

対  象 
町内在住で高校生以上の人なら誰でも参加できます。 

 ただし「上演日の２日間とも必ず参加できる人」とします。 

上 演 日 時 

（ 予 定 ） 
５月２７日（土）・２８日（日） 

稽  古 

４月上旬から始めます。夜間や土・日を中心に週１～２回程度。

公演前１０日間前後から毎日の稽古となる見込みです。場所は

主に文化会館です。 

応 募 方 法 

申込書を「文化会館 事務室」「役場 総合受付」「文化会館 ホ

ームページ[ダウンロード]」で入手してください。 

申込書に必要事項を記入し、文化会館に提出してください。 

応募締め切り ３月３１日（金） 

①ヨムドラ！ 
読むドラマ。まちなかに特設する三つの劇場で、朗読劇６作品を

上演します（今回の募集はこの企画への出演です）。 

②カクドラ！ 

書くドラマ。「９０分で演劇台本を書いてみよう」という、お試し

講座。書き上げた作品は、九州で活躍する俳優たちがリーディン

グで演じてくれる特典付きです。あなたも作家デビュー!? 

③ミルドラ！ 

観
み

るドラマ。優れた演劇作品を文化会館で上演します。 

今年の招聘
し ょ う へ い

作品は、まちドラ！2016 で町民演出として参加した、

熊本を中心に全国で演劇活動を展開する「劇団きらら」です。 

 



 №２

 

◆ 旭ヶ丘運動公園「夜桜ライトアップ」を実施します 

 

 春の風物詩として、多くの人に親しまれている旭ヶ丘運動公園の「夜桜   

ライトアップ」。今年も例年どおり開催します。家族や友人をお誘い合わせの

うえ、ぜひご来場ください。 

 

✿場所 

   旭ヶ丘運動公園（三股町大字蓼池５０４４番地１） 

 

✿ライトアップ期間 

   ３月下旬～４月上旬 

※サクラの開花時期によって変動があります。詳しくはお問い    

合わせください。 

 

✿ライトアップ時間 

   午後６時３０分～９時３０分 

 

※ごみは各自でお持ち帰りください。また大声で騒ぐなど、周辺住民に迷惑

を掛ける行為はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

旭ヶ丘運動公園夜桜電灯設置委員会 

会長 渡具知まで 

☎：５２－３２２２ にお願いします。 

 

 

◆ 育みの里しろはと『第 1 回おいも工場祭』を開催します 
 

本町が認定している誘致企業の一つである｢育みの里しろはと～霧島おい

も Factory～｣は、地場産品のサツマイモを使って、全国で販売されている大

学芋、焼き芋やスイートポテトなどのスイーツ加工を行っている会社です。  

このたび、地域の皆さんに日ごろの感謝を込めて、初めての工場祭を開催

することになりました。ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。 

 

■日時 

   ３月１９日（日）    午前１０時～午後５時 

３月２０日（月・祝）  午前１０時～午後５時 

 

■場所 

   育みの里しろはと～霧島おいも Factory～ 

   三股町大字蓼池３６９７－１ 

 

■内容 

   期間中は、工場直売ならではのスイーツ販売のほか、ジャンカン馬踊

りやミマタレンジャーショーなど、多彩なステージイベントも実施しま

す。詳しくは「育みの里しろはと」にお問い合わせください。 

 

 

誘致企業とは・・・ 

町が、雇用の場の確保や地場産業の活性化のため、企業に来てもらうこ

とを誘致といい、定められた条件に合致した工場などの設置により、町が

それらの指定を行った企業を誘致企業と呼んでいます。３月１日現在、町

では１２社の誘致企業が操業されています。 

   

 

※お問い合わせは、 

育みの里しろはと～霧島おいも Factory～  ☎：５１-２０４５ 

 産業振興課 商工観光係（３階 ⑫番窓口）       ☎：５２－９０８４（直通）

にお願いします。 

 



 №３

 

◆ 平成２９年度保育料金表が新しくなります 
 

これまでに配布している横書きの料金表が、縦書きの料金表に新しく変わ

ります。それに伴い、階層区分や保育料の一部も変更になります。 

新しい料金表は、児童福祉係の窓口、町公式サイト、または各施設で確認

できます。 

    

    

 

 

◎保育料って、どうやって決まるの？ 

保育料は通常、両親（ひとり親世帯の場合は、父または母）の市町村民

税課税額の合計で決まります。このとき家計の主宰者は、父または母にな

ります。（家計の主宰者とは、一家の大黒柱と思うと分かりやすいです。） 

ただし、父母以外が家計の主宰者と認められるときは、父母に加えて家

計の主宰者の市町村民税課税額も含めて算定します。例えば、祖父母と同

居している場合などです。そのため、一部の世帯では、平成２８年度と比

べて、保育料が高くなることがありますので、あらかじめご理解ください。 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

福祉課 児童福祉係（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６０（直通）にお願いします。 

 

 

◆ 「経済対策分臨時福祉給付金」を支給します 
    

支給対象になる可能性がある人には、３月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、３月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、３月上旬に申請書などを送付します。支給対象になる可能性がある人には、３月上旬に申請書などを送付します。    

この臨時福祉給付金は、平成２６年４月実施の消費税率引き上げに伴う

所得の少ない人への影響を緩和するために給付金を支給するものです。 

 

■支給対象者  

以下を全て満たす人が対象となります。 

・平成２８年１月１日時点で町内に住民登録をしている人 

・平成２８年度住民税が非課税の人 

・平成２８年度住民税の課税者に扶養されていない人 

・生活保護を受給していない人 

 

■支給額  

・１人につき１万５,０００円 

    

■受付期間  

・郵送受付 ３月６日（月）～６月１５日（木） 

・窓口受付 ４月３日（月）～６月１５日（木） 

※申請書などが届いてから手続きをしてください。 

 

■申請方法  

・同封の返信用封筒で郵送する「郵便申請」 

・町役場の臨時福祉給付金業務室で行う「窓口申請」    

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、臨時福祉給付金業務室 

 ☎：５２－１１１５、５２－１１１６（直通）にお願いします。 

（電話開設期間 ３月３日～６月１５日） 

 

⑤ 保健と福祉（子ども） ⑥ 保健と福祉（一般） 



 №４

ひとりひとりひとりひとりでででで    悩まないで！悩まないで！悩まないで！悩まないで！ 
誰誰誰誰かに話してみませんか？かに話してみませんか？かに話してみませんか？かに話してみませんか？ 

━━━━    3333 月は自殺対策強化月間です月は自殺対策強化月間です月は自殺対策強化月間です月は自殺対策強化月間です    ━━━━    
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宮崎県男女別自殺者数宮崎県男女別自殺者数宮崎県男女別自殺者数宮崎県男女別自殺者数 平成平成平成平成27272727年年年年

男 女

 

 

        

 

    

    

県県県県内内内内の自殺の自殺の自殺の自殺死亡率死亡率死亡率死亡率は、全国は、全国は、全国は、全国ワーストワーストワーストワースト３３３３位位位位（九州では１位）（九州では１位）（九州では１位）（九州では１位）                        

※※※※厚生労働省人口動態統計から厚生労働省人口動態統計から厚生労働省人口動態統計から厚生労働省人口動態統計から 

   全国の自殺者数は、平成１５年の３万２,１０９人をピークに減少傾向にあり、平成２７年は

２万４,０２５人でした。 

県内では、全国と同じように、平成１９年の３９４人をピークに、ここ数年は減少傾向にあ

りますが、全国的にみると、とても高い自殺死亡率となっています。 

  よりいっそう自殺や自殺予防の理解と住民一人一人の取り組みが必要です。 

    

○「働きざかり」の世代の自殺が多い。 

日本では自殺の死亡者が年間約２万４,０００人以上で、交通死亡事故者の約５約５約５約５倍倍倍倍にのぼります。 

県内で、自殺が最も多い年代は、「６０～６９歳」です。特に男性では、「３０代」「４０代」の

若い働き盛り世代でも多くなっています。 

 原因別では、「健康問題」が最も多く、そ

れに次いで「経済・生活問題」「家庭問題」

「勤務問題」「男女問題」などが多くなって

いて、医療機関や相談期間との接点が少な

い働き盛りの世代が自殺に追い込まれてい

ることが伺えます。 

 

○自殺は１人だけの問題ではありません。 

 自殺未遂者は自殺者の１０倍という説があ

り、毎年３０万人以上の人が自ら命を絶とう

としていると考えられます。さらに１人の自

殺（未遂）によって、周囲の５～６人が深刻

な心理的影響を受けるといわれていて、毎年

１５０万人が自殺の問題で悩みながらも誰に

も相談できない現状があるといえます。 

自殺は当人だけでなく、多くの人たちに影

響する問題であることを知ってください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

○自殺する人の大半は、「心の病」にかかっている 

  自殺したときに何らかの心の病を患っていた人は、９割に上るといわれています。心身の状

態を健康に保ち、心の病と上手に付き合っていくことが自殺予防においては重要です。 

  また、そうした状態に早く気付くことや対処が大切です。 

 

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★  相  談  機  関  ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 

町役場町役場町役場町役場    福祉課福祉課福祉課福祉課（社会福祉係）（社会福祉係）（社会福祉係）（社会福祉係）    ５２－９０６１ 月曜～金曜(祝日を除く) 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

町福祉・消費相談センター町福祉・消費相談センター町福祉・消費相談センター町福祉・消費相談センター    ５２－０９９９ 月曜～金曜(祝日を除く) 
午前 9 時～正午 

午後 1 時～4 時 

町包括支援センター町包括支援センター町包括支援センター町包括支援センター    ５２－８６３４ 月曜～金曜(祝日を除く) 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

町障害者基幹相談支援センター町障害者基幹相談支援センター町障害者基幹相談支援センター町障害者基幹相談支援センター    ５７－７３３７ 月曜～金曜(祝日を除く) 午前 8 時 15 分～午後 5 時 

都城保健所都城保健所都城保健所都城保健所            ２３－４５０４ 月曜～金曜(祝日を除く) 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

影響を受ける人 50～60

自殺未遂者 10 倍 

自殺
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◆ 高齢者肺炎球菌予防接種費用を助成します 
  

高齢者の肺炎患者の約半数は、肺炎球菌が原因とされています。肺炎球菌

ワクチンで免疫効果は約５年にわたって持続するといわれています。 

また、年齢が高くなるほど抗体反応が低下するといわれていますので､６５

歳の人は、この機会を逃さないように予防接種を受けましょう。肺炎にかか

っても軽い症状で済む効果があります。 

ただし、全ての肺炎を予防できるわけではありませんのでご注意ください。                                

予防接種は体調が良い日に受けましょう。 

 

項  目 内   容 

接種対象者 

・町内に住所があり、次の年齢に該当する人 

６５歳：昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生の人 

７０歳：昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生の人 

７５歳：昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生の人 

８０歳：昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生の人 

８５歳：昭和  ６年４月２日生～昭和  ７年４月１日生の人 

９０歳：大正１５年４月２日生～昭和 ２年４月１日生の人 

９５歳：大正１０年４月２日生～大正１１年４月１日生の人 

１００歳：大正 ５年４月２日生～大正 ６年４月１日生の人 

 

・６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、じん臓や呼吸器の機能に日

常生活が極度に制限される程度の障害がある人、ヒト免疫不全ウ

イルスで免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害

がある人 

期  間 ３月３１日（金）まで 

接 種 回 数 

実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回実施期間内に１人１回    

ただし、過去５年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種した人、

医師の予診の結果予防接種を受けることが適当でないと判断され

た人は実施できません。 

接 種 料 金 

個人負担・・・２,５００円 

※接種料金７，０００円のうち、町が４,５００円を負担します。 

※予診の結果、予防接種を受けられなかった人は、個人負担があ

りません。 

接 種 場 所 

町内または都城市の指定医療機関 

※予約の必要な場合がありますので、事前に電話で確認をしてか

ら受診しましょう。 

※住所・氏名・年齢が確認できるものを持って行きましょう。 

 

 

※別な種類の予防接種を受けるときは６日以上、間隔を空けて受けるように

しましょう。 

 月曜日に予防接種を受けた人は、翌週の月曜日以降になります。 

 

※過去５年以内に「２３価肺炎莢
きょう

膜
まく

ポリサッカライドワクチン」を接種した

人が再度接種した場合、注射部位の痛み、腫れや皮膚が硬くなるなどの副

反応の頻度が初期接種よりも高く、程度が強く現れるという報告がありま

す。接種歴を必ず確認して予防接種を受けてください。 

 

 

◎生活保護世帯は、無料で接種できます。 

※町福祉課 社会福祉係で証明書をもらってください。 

 

◎医療機関へは、健康手帳を持って行きましょう。 

 ※健康手帳は、町健康管理センターにあります。 

 

◎接種時の領収書、接種済証は必ず保管しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町健康管理センター  

☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 

 

 

⑦ 保健と福祉（高齢者） 
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医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号 医 療 機 関 名 住　所 電話番号

1 一心外科医院 三股町 ５２－７７８８ 22 川畑医院 年見町 ４６－３２２５ 43 冨田医院 栄　町 ２３－４５８６ 65 宮永病院 松元町 ２２－２０１５

2 坂田医院 三股町 ５１－２００３ 23 共立病院 蔵原町 ２２－０２１３ 44 ながはま整形外科 都北町 ４６－７１８８ 66 宗正病院 八幡町 ２２－４３８０

3 大悟病院 三股町 ５２－５８００ 24 久保原田中医院 久保原町 ２２－７７００ 45 西浦病院 広原町 ２５－１１１９ 67 村上循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 宮丸町 ２５－２７００

4 田中隆内科 三股町 ５２－０３０１ 25 黒松病院 金田町 ３８－１１２０ 46 野口脳神経外科 太郎坊町 ４７－１８００ 68 ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾃｨ東部病院 立野町 ２２－２２４０

5 とまり内科外科胃腸科医院 三股町 ５２－１１３５ 26 小牧病院 立野町 ２４－１２１２ 47 野辺医院 上　町 ２２－０１５３ 69 もりやま脳神経外科 久保原町 ２１－６８８８

6 長倉医院 三股町 ５２－２１０９ 27 坂元医院 牟田町 ２２－０３６０ 48 浜田医院 牟田町 ２２－１１５１ 70 森山内科･脳神経外科 南鷹尾町 ２１－５０００

7 みしま内科クリニック 三股町 ５１－８１００ 28 三州病院 花繰町 ２２－０２３０ 49 はまだクリニック 祝吉町 ４５－２２６６ 71 柳田クリニック 東　町 ２２－４８６２

8 山下医院 三股町 ５２－１３４８ 29 しげひらクリニック 神之山町 ２７－５５５５ 50 早水公園クリニック 早水町 ３６－６１１７ 72 柳田病院 東　町 ２２－４８５０

9 あきづき医院 上水流町 ３６－０５３４ 30 庄内医院 庄内町 ３７－０５２２ 51 速見泌尿器科医院 妻ケ丘町 ２４－８３４４ 73 ゆうクリニック 広原町 ４６-６１００

10 あきと内科胃腸科 都原町 ４６－５５００ 31 城南病院 大王町 ２３－２８４４ 52 原田医院 郡元町 ２６－３３３０ 74 よしかわクリニック 前田町 ２３－９３８４

11 有川呼吸器内科医院 上川東 ２４－６６７７ 32 城南クリニック 大王町 ２６－３６６２ 53 福島外科胃腸科医院 都北町 ３８－１６３３ 75 吉松病院 蔵原町 ２５－１５００

12 有馬医院 上長飯町 ２３－２６１０ 33 瀬ノ口医院 姫城町 ２５－５１５５ 54 ふくしまクリニック 下川東 ４６－５００１ 76 西岳診療所 高野町 ３３－１５１０

13 安藤胃腸科外科医院 豊満町 ３９－２２２６ 34 瀬ノ口内科放射線科医院 都原町 ２５－７７８０ 55 藤元上町病院 上　町 ２３－４０００ 77 大岐医院 山之口町 ５７－２０２５

14 いづみ内科医院 鷹　尾 ２２－７１１１ 35 園田光正内科医院 太郎坊町 ３８－５１１５ 56 藤元総合病院 早鈴町 ２５－１３１３ 78 志々目医院 山之口町 ５７－２００４

15 宇宿医院 栄　町 ２５－９０３１ 36 たかお浜田医院 鷹　尾 ２２－８８１８ 57 藤元病院 早鈴町 ２５－１３１５ 79 政所医院 高城町 ５８－２１７１

16 鵜木循環器内科医院 花繰町 ２６－０００８ 37 田口循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 下川東 ２４－０６００ 58 べテスダクリニック 年見町 ２２－１７００ 80 吉見クリニック 高城町 ５８－５６３３

17 おおくぼクリニック 千　町 ２６－１５００ 38 伊達クリニック 牟田町 ３６－７０８８ 59 豊栄クリニック 下長飯町 ３９－２５２５ 81 吉見病院 高城町 ５８－２３３５

18 大橋クリニック 庄内町 ３７－０５３９ 39 どいクリニック 上東町 ２２－１８２５ 60 松山医院 上川東 ２４－１０４６ 82 教山内科医院 高崎町 ６２－１２０５

19 柏村内科 上　町 ２２－２６１６ 40 ひかりクリニック都城 上長飯町 ２６－１８２０ 61 マドコロ外科医院 小松原町 ２２－０１３８ 83 佐々木医院 高崎町 ６２－１１０３

20 仮屋医院 上水流町 ３６－０５２１ 41 戸嶋病院 郡元 ２２－１４３７ 62 丸田病院 八幡町 ２３－７０６０ 84 隅　病院 高崎町 ６２－１１００

21 仮屋外科胃腸科医院 志比田町 ２５－７７１２ 42 都北鮫島クリニック 都北町 ３８－６０６０ 63 三嶋内科 鷹　尾 ２４－７１７１ 85 海老原内科 山田町 ６４－１２１１

64
都城フォレスト・クリ
ニック脳神経外科

下川東 ８０－４３１３ 86 山路医院 山田町 ６４－３１３３

平成29年高齢者肺炎球菌感染症予防接種協力医療機関
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◆ 農業者を対象とした収入保険制度が始まります 
 

平成２８年１１月に、青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険

制度の導入が決定されました。 

「収入保険制度」とは、自然災害や価格低下などの収入減少を補填する仕

組みです。 

平成２９年の通常国会に法案が提出され、法案成立後、システム整備など

必要な準備・周知徹底を経て、平成３１年度から収入保険制度が開始される

見込みです。 

制度の具体的な仕組みは次のとおりです。 

 

《収入保険制度の仕組み》 

（制度のポイント）（制度のポイント）（制度のポイント）（制度のポイント）    

○品目の枠にとらわれず、経営全体が対象となります。 

○自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少

を補填する仕組みです。 

 

（制度の主な仕組み）（制度の主な仕組み）（制度の主な仕組み）（制度の主な仕組み）    

○青色申告を行っている農業者（個人・法人）が対象です。 

 ※青色申告の実績が１年分あれば加入できます。 

○当年の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の９割（支

払率）が補填されます。 

 ※「掛け捨て方式」に「積み立て方式」を組み合わせるかどうか選択

できます。 

○保険料・積立金を支払って加入します。※加入は任意です。 

 ※「農業共済」や「ナラシ対策」などの類似制度は、どちらかを選択

して加入することになります。 

 

■仮に、平成３１年（平成３１年１月～１２月分の保険引き受け）の制度開

始を想定すると、平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年中中中中に青色申告に取り組んでいるに青色申告に取り組んでいるに青色申告に取り組んでいるに青色申告に取り組んでいる必要があります。 

このため、将来、収入保険加入を希望する白色申告者は、３月１５日まで３月１５日まで３月１５日まで３月１５日まで

に、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておくに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておくに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておくに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。 

 

 

 

■青色申告は経営を客観的につかむための重要なツールで、税制上のメリッ

トもありますので、白色申告者は、今回を機会に、青色申告に取り組んでみ

てはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

※収入保険制度のお問い合わせは、 

  九州農政局宮崎県拠点地方参事官室  ☎：０９８５－２４－２３６５ 

 宮崎県農業共済組合連合会企画情報課 ☎：０９８５－２７－４２８９ 

 にお願いします。 

⑧ 農林畜産業関連 
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◆ 「おもちゃ病院三股」を開設します 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ 

にお願いします。 

 
◆ 「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
 

社会福祉協議会では、生活上の問題、結婚・離婚・金融上のもめ事や 

介護など、あらゆる相談を受け付けます。 

また電話での相談も行います。 

 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時    

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

※お問い合わせは、町社会福祉協議会 

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
    

 

期  日 ３月１８日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開 院  午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します 

（一部、材料費などが掛かることがあります）。ただ

し、破損がひどい物、欠品がある物については、修理

できない場合があります。現物を見て判断しますの

で、ご了承ください。 

・ＡＣ電源で作動させる電化製品・コンピューター製品、 

人を傷つける恐れがある物、水に浮く物（浮輪・ボー

トなど）は修理対象外です。 

⑨ 相 談 


